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社会福祉法人飯田市社会福祉協議会組織規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）の組織

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織単位） 

第２条 定款第 33 条に基づく協議会の事務局に、次の課および係、事業所等を置く。 

 (1) 総務課 

   ① 総務係 

(2) 地域福祉課 

① 地域福祉推進係 

ア ふれあい福祉センター 

イ 飯田市ボランティアセンター 

ウ 飯田市ファミリーサポートセンター 

エ 飯田市結婚相談所 

オ 遠山支所 

② 生活相談支援係 

ア 飯田市心配ごと相談所 

イ 飯田市生活就労支援センター 

③地域包括支援係 

ア いいだ地域包括支援センター 

イ いがら地域包括支援センター 

ウ 南信濃地域包括支援センター 

エ まつお地域包括支援センター 

④権利擁護支援係 

ア いいだ成年後見支援センター 

(3) 在宅サービス課 

① 在宅サービス係 

ア 飯田市社協居宅介護支援センター 

イ 飯田市社協とおやま居宅介護支援センター 

ウ 飯田市社協ヘルパーステーション 

エ 飯田市社協とおやまヘルパーステーション 

② 通所事業係 

ア 上郷デイサービスセンター 

イ 竜東デイサービスセンター 

ウ 北部デイサービスセンター 

エ いいだデイサービスセンター 

(4) 施設サービス課 

① 特別養護老人ホーム飯田荘 

② 遠山地域事業推進室 

ア 特別養護老人ホーム遠山荘 

イ 福祉の里推進室（南信濃福祉研修センター、南信濃高齢者共同住宅） 

２ 本会が飯田市から指定管理者の指定を受けて管理する施設（以下「施設」という。）は、
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次のとおりとする。 

 (1) 特別養護老人ホーム 

 (2) デイサービスセンター 

 (3) 福祉会館 

 (4) 高齢者共同住宅 

（分掌事項） 

第３条 前条に定める課、係等の分掌事項は、別表のとおりとする。 

（職及び職務） 

第４条 本会に次の職員を置き、その職員の職及び職務は、別表１のとおりとする。 

（管理職員等の範囲） 

第５条 管理職員等は、別表２の左欄に掲げる部署において、それぞれ同表の右欄に掲げる職 

を有する者とする。 

 

 

 

   附 則 

 この規程は、昭和 56 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 12 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 13 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 14 年３月 27 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 16 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 18 年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 18 年 10 月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成 19 年５月 29 日から施行し、平成 19 年４月１日から適用する。 

   附 則 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成 21 年５月 29 日から施行し、平成 21 年４月１日から適用する。 

   附 則 
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この規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 29 年 12 月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年11月13日から施行する。ただし、第2条（4）⑭については、平成31年1月

1日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和元年 6 月 11 日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和８年１月１日から施行する。 
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別表（第３条関係 総務課） 

課 係 分  掌  事  項 

総 務 課 

総  務  係 

１ 定款、例規、公告に関すること 

２ 印章、文書、人事、福利厚生その他庶務に関すること 

３ 理事会及び評議員会に関すること 

４ 関係機関との渉外に関すること 

５ 予算、決算、会計、経理、物品及び金銭の出納に関すること 

６ 職員の給与、資格に関すること 

７ 飯田市福祉会館さんとぴあ飯田の維持管理に関すること 

８ 資産の管理に関すること 

９ 苦情・事故に関すること 

10 講師の派遣に関すること 

11 善意銀行に関すること 

12 奨学金制度に関すること 

13 飯田市社会福祉大会に関すること 

14 赤い羽根共同募金及び飯田市共同募金委員会運営に関する

こと 

15 介護保険給付管理及び共通事務に関すること 

16 介護保険システムの管理に関すること 

17 地域包括支援センター請求、介護予防支援・介護予防ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ委託事務に関すること 

18 職員の資格管理に関すること 

19 人材育成、職員研修に関すること 

20 社会福祉の総合企画調整に関すること 

21 ゆとぴいいだ介護予防拠点施設の管理運営に関すること 

22 将来推計、社協発展強化計画に関すること 

23 その他、他の課、係等に属さない事項に関すること 

経営企画係 

１ 人材育成、職員研修に関すること 

２ 社会福祉の総合企画調整に関すること 

３ 将来推計、社協発展強化計画に関すること 
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別表（第３条関係 地域福祉課） 

課 係等 分  掌  事  項 

地 域 福 祉 課 地域福祉推進係 

ふれあい福祉センター  

１ 地域福祉活動推進事業 

(1) まちづくり委員会等との連携に関する

こと 

(2) 住民支え合いマップの取り組み支援に

関すること 

(3) 住民同士の見守り支え合い活動の取り

組み支援に関すること 

(4) 小地域福祉活動支援に関すること 

(5) 移送サービス等の住民参加型有償サー

ビスに関すること 

(6) 地域福祉計画・地域福祉活動計画の推

進に関すること 

(7) 地域介護予防活動推進事業に関するこ 

   と 

(8) 家庭介護者交流事業に関すること 

(9) 敬老祝賀事業に関すること 

(10)障がい者社会参加促進事業に関するこ

と 

(11)子育て、児童福祉事業に関すること 

２ 福祉団体活動支援 

(1) 身体障害者福祉協会、更生保護女性会、

わたの実会事務局 

(2) 手をつなぐ育成会等の当事者団体の支

援に関すること 

(3) 福祉関係団体の育成、援助に関するこ

と 

飯田市ボランティアセンター 

(1) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の広報啓発、広報誌の発行

に関すること 

(2) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ組織

化支援に関すること 

(3) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成研修に関すること 

(4) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ需給調整に関すること 

(5) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟや企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの活動

支援に関すること 

(6) 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動支援に関すること 

(7) 移送サービス等の住民参加型有償サー

ビスに関すること 

(8) 福祉教育の推進に関すること 

(9) 福祉人材育成事業に関すること 

(10)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの企画運営に関すること 
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地 域 福 祉 課 

地域福祉推進係 

飯田市ファミリーサポートセンター 

１ 子育て支援及び生活支援事業 

２ 会員の募集、研修、交流会の開催に関する

こと  

３ 相互援助活動の調整に関すること 

４ 広報啓発、広報誌の発行に関すること 

５ 会員研修及び情報交換に関すること 

６ 関係機関等との連絡会議の開催に関する

こと 

飯田市結婚相談所 

１ 結婚相談に関すること 

２ 婚活支援に関すること 

３ 地区結婚相談員への活動支援に関するこ

と 

遠 山 支 所 

１ 遠山地域における地域福祉事業の推進に

関すること 

２ 生活相談支援係及び権利擁護支援係事業

との連携による生活相談支援に関するこ

と 

３ 遠山地域事業課福祉の里推進係との業務

連携に地域福祉推進に関すること 

４ その他地域福祉推進係事業に関すること 

生活相談支援係 

１ 飯田市心配ごと相談所 

(1) 心配ごと相談所における相談支援に関すること 

(2) 特別心配ごと相談、法律相談及び女性のための法律相

談に 

  関すること 

２ 貸付事業 

(1) 生活福祉資金貸付事業に関すること 

(2) 生活つなぎ資金貸付事業に関すること 

(3) 善意銀行の運営に関すること 

３ 飯田市生活就労支援センターの運営 

(1) 自立相談支援事業に関すること 

(2) 家計改善支援事業に関すること 

その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業に関すること 

地域包括支援係 

１ 飯田市（いいだ、いがら、まつお、南信濃）地域包括支

援センター 

(1) 介護予防マネジメント事業に関すること 

(2) 総合相談、支援事業に関すること 

(3) 権利擁護事業に関すること 

(4) 包括的、継続的マネジメント支援事業に関すること 

(5) 介護予防支援に関すること 

(6) 高齢者実態把握に関すること 
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地 域 福 祉 課 権利擁護支援係 

１ いいだ成年後見支援センター 

(1) 成年後見制度利用、権利擁護に関する専門相談に関す

ること 

(2) 成年後見制度の普及啓発に関すること 

(3) 成年後見に関する専門職及び関係機関との連携に関

すること 

(4) 成年後見申立の支援及び後見人の支援に関すること 

(5) 法人後見の受任に関すること 

(6) 市民後見人の養成及び市民後見人の活動支援に関す

る市町村 

との協働事業に関すること 

(7) その他、センターの運営に関し必要な事業に関するこ

と 

２ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

 (1) 福祉サービスの利用援助に関すること 

 (2) 金銭管理サービスに関すること 

 (3) 書類等預かりサービスに関すること 
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別表（第３条関係 在宅サービス課） 

   課 係   等 分  掌  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅サービス係 

１ 在宅サービス課各事業の運営管理に関

する庶務、経理、労務に関すること 

２ 職員に関すること 

３ 介護保険事業の法令遵守に関すること

の総括 

４ 介護保険収支状況把握と分析に関する 

こと 

５ 県・市・国保連との交渉等に係わる事業 

に関すること 

６ 各事業の監査・指導・運営規程等に関す 

ることの総括 

７ 業務マニュアルに関すること 

８ 苦情・安全に関することの総括 

飯田市社協居宅介護支援センタ

ー 

１ 居宅介護支援に関すること 

２ 予防支援に関すること 

３ 給付管理に関すること 

４ 事業者連絡会に関すること 

５ 職員に関すること 

６ 施設・備品の維持管理に関すること 

飯田市社協とおやま居宅介護支

援センター 

１ 居宅介護支援に関すること 

２ 予防支援に関すること 

３ 給付管理に関すること 

４ 事業者連絡会に関すること 

５ 職員に関すること 

６ 施設・備品の維持管理に関すること 

飯田市社協ヘルパーステーショ

ン 

１ 介護保険事業に関すること 

(1) 訪問介護事業 

(2) 総合事業 

２ 障害者自立支援事業に関すること 

３ 受託事業に関すること 

４ 有料ホームヘルプ事業に関すること 

５ 職員に関すること 

６ 施設・備品の維持管理に関すること 

７ 実習・研修の受け入れに関すること 

 

 

飯田市社協とおやまヘルパース

テーション 

 

 

１ 介護保険事業に関すること 

(1) 訪問介護事業 

(2) 総合事業 

２ 障害者自立支援事業に関すること 

３ 受託事業に関すること 

４ 有料ホームヘルプ事業に関すること 
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在宅サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田市社協とおやまヘルパース

テーション 

５ 職員に関すること 

６ 施設・備品の維持管理に関すること 

７ 実習・研修の受け入れに関すること 

通所事業係 
１ 在宅サービス課通所介護事業間の連携、 

情報共有に関すること 

上郷デイサービスセンター 

１ 介護保険事業に関すること 

(1) 通所介護事業 

(2) 総合事業 

(3) 認知症型通所介護事業 

(4) 共生型生活介護事業 

２ 受託事業に関すること 

３ 職員に関すること 

４ 施設・備品の維持管理に関すること 

５ ボランティア・実習・研修の受け入れに

関すること 

竜東デイサービスセンター 

１ 介護保険事業に関すること 

(1) 通所介護事業 

(2) 総合事業 

(3) 認知症型通所介護事業 

２ 受託事業に関すること 

３ 職員に関すること 

４ 施設・備品の維持管理に関すること 

５ ボランティア・実習・研修の受け入れに

関すること 

北部・いいだデイサービスセンター 

１ 介護保険事業に関すること 

(1) 通所介護事業 

(2) 総合事業 

２ 受託事業に関すること 

３ 職員に関すること 

４ 施設・備品の維持管理に関すること 

５ ボランティア・実習・研修の受け入れに

関すること 
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別表（第３条関係 施設サービス課） 

課 係   等 分  掌  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯 田 荘  

１ 庶務に関すること 

(1)文書管理及び諸証明に関すること 

(2)予算、会計に関すること 

(3)介護保険事業に関すること 

(4)職員に関すること 

(5)施設の維持管理、防災に関すること 

(6)備品に関すること 

(7)利用者の金銭管理に関すること 

(8)その他、他の係に属さない事項に関す

ること 

２ 看護に関すること 

(1)利用者の健康管理に関すること 

(2)利用者の機能訓練に関すること 

(3)職員の保健・衛生管理に関すること 

３ 介護に関すること 

(1)利用者の介護に関すること 

(2)利用者の相談及び援助に関すること 

(3)ボランティア、実習、研修の受け入れ

に関すること 

４ 給食に関すること 

(1)利用者への食事の提供に関すること 

(2)利用者への食事に関する相談、指導、

助言に関すること 

(3)在宅高齢者への配食サービスの提供

に関すること 

(4) 

遠山地域事業推進室 
１ 遠山荘及び福祉の里推進係事業の推進

に関わること 

 

 

 

 

 

（遠山地域事業推進室）

遠 山 荘 

 

 

 

 

 

１庶務に関すること 

(1)文書管理及び諸証明に関すること 

(2)予算、会計に関すること 

(3)介護保険事業に関すること 

(4)職員に関すること 

(5)施設の維持管理、防災に関すること 

(6)備品に関すること 

(7)利用者の金銭管理に関すること 

(8)その他、他の係に属さない事項に関す

ること 

２看護に関すること 

(1)利用者の健康管理に関すること 
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施設サービス課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遠山地域事業推進室）

遠 山 荘 

 

 

 

 

 

 

 

(2)利用者の機能訓練に関すること 

(3)職員の保健・衛生管理に関すること 

３ 介護に関すること 

(1)利用者の介護に関すること 

(2)利用者の相談及び援助に関すること 

(3)ボランティア、実習、研修の受け入れ

に関すること 

(4)ショートステイの受け入れに関する

こと 

４ 給食に関すること 

(1)利用者への食事の提供に関すること 

(2)利用者への食事に関する相談、指導、

助言に関すること 

(3)在宅高齢者への配食サービスの提供

に関すること 

（遠山地域事業推進室）

福祉の里推進係 

南信濃高齢者 

共同住宅 

飯田市南信濃高齢者共同住宅の運営、維持

管理び防災に関すること 

南信濃 

福祉研修センター 

飯田市南信濃福祉研修センターの運営、維

持管理及び防災に関すること 
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   別表１（第４条関係） 

職 職   務 

常 務 理 事 
会長を補佐し、組織運営に関する業務を掌理し、法人業務の執行を監

督する 

事 務 局 長 会長の命を受けて事務局の業務を統括し、職員を指揮監督する 

事 務 局 次 長 上司の命を受け、事務局長の職務を補佐する 

課 長 上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する 

課 長 補 佐 上司の命を受け、課長の職務を補佐する 

室 長 上司の命を受け、特命の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する 

係 長 上司の命を受け、係の業務を処理する 

所 長 上司の命を受け、職員及び業務の管理を行う 

主 任 上司の命を受け、特定の業務及び担当業務を処理し、上司を補佐する 

リ ー ダ ー 上司の命を受け、事務、事業を処理し、上司を補佐する 

係 員 上司の命を受け、事務、事業を処理する 

地域福祉 

コーディネーター 
上司の命を受け、地域福祉推進に関わる業務を行う 

ボランティアコ

ーディネーター 
上司の命を受け、ボランティアセンターの担当業務を行う 

生活支援 

アドバイザー 
上司の命を受け、ファミリーサポートセンターの担当業務を行う 

子育て支援 

アドバイザー 
上司の命を受け、ファミリーサポートセンターの担当業務を行う 

結婚支援 

アドバイザー 
上司の命を受け、飯田市結婚相談所の担当業務を行う 

相 談 員 上司の命を受け、心配ごと相談所の担当業務を行う 

後見専門員 
上司の命を受け、いいだ成年後見センター及び法人後見に関する業 

務を行う 

後見支援員 
上司の命を受け、いいだ成年後見センターの業務及び法人後見にお 

ける支援を行う 

日常生活自立支

援専門員 

上司の命を受け、福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業(日常生活自立支援事業)の 

業務を処行う 

生活支援員 上司の命を受け、日常生活自立支援事業における支援を行う 

主任相談支援員 上司の命を受け、飯田市生活就労支援センターの担当業務を行う 

相談就労支援員 上司の命を受け、飯田市生活就労支援センターの担当業務を行う 

家計改善支援員 上司の命を受け、飯田市生活就労支援センターの担当業務を行う 

介護支援専門員 上司の命を受け、介護支援及び予防支援に関する業務を行う 

保 健 師 上司の命を受け、地域包括支援センターの担当業務を行う 
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社会福祉士 上司の命を受け、地域包括支援センターの担当業務を行う 

主任介護支援専門員 
上司の命を受け、地域包括支援センター及び介護相談センターの担当

業務を行う 

生 活 相 談 員 上司の命を受け、利用者の生活相談を中心とした業務を行う 

看 護 師 上司の命を受け、利用者の健康管理を中心とした業務を行う 

ケアワーカー 
上司の命を受け、利用者の介護等援助業務並びに車両管理及び運転に

関する業務を行う 

機能訓練指導員 上司の命を受け、利用者の機能減退を防止するための訓練業務を行う 

（管理）栄養士 上司の命を受け、利用者の栄養指導及び調理業務を行う 

調 理 員 栄養士の指導により、利用者の調理業務を行う 

ホームヘルパー 上司の命を受け、利用者の家事、介護等援助業務を行う 

オペレーター 
上司の命を受け、車両管理及び運転に関する業務並びに利用者の介護 

等援助業務を行う 

介護助手 ケアワーカー他の補助的業務を行う 
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 別表２（第５条関係） 

法人本部 理事、常務理事 

事務局 事務局長、事務局次長 

総務課 総務課長 

総務課総務係 総務係長 

地域福祉課 地域福祉課長 

地域福祉課 地域福祉推進係 地域福祉推進係長 

地域福祉課 生活相談支援係 生活相談支援係長 

地域福祉課 地域包括支援係 地域包括支援係長 

地域福祉課 権利擁護支援係 権利擁護支援係長 

地域福祉課 いいだ成年後見支援センター 所長 

在宅サービス課 在宅サービス課長 

在宅サービス課 在宅サービス係 在宅サービス係長 

在宅サービス課 ヘルパーステーション 所長 

在宅サービス課 とおやまヘルパーステーション 所長 

在宅サービス課 居宅介護支援センター 所長 

在宅サービス課 とおやま居宅介護支援センター 所長 

在宅サービス課 通所事業係 通所事業係長 

在宅サービス課 上郷デイサービスセンター 所長 

在宅サービス課 竜東デイサービスセンター 所長 

在宅サービス課 北部デイサービスセンター 所長 

在宅サービス課 いいだデイサービスセンター 所長 

施設サービス課 施設サービス課長 

特別養護老人ホーム飯田荘 所長 

遠山地域事業推進室 遠山地域事業推進室長 

特別養護老人ホーム遠山荘 所長 

施設サービス課 遠山地域福祉推進室 福祉の里推進係 係長 

 


